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  在来木本種での道路法面緑化の提案 
 

これまでの道路法面緑化は、第一目的である「のり

面侵食防止」として、主に外来種（牧草種）による緑

化が行われてきました。しかし、今日では、周辺の自

然環境や多様な生態系,地域の景観などに配慮した道

路づくりが求められています。 

 弊社では、周辺環境に適応した在来木本種の選定か

ら配合設計までを実施した「在来木本種を用いた道路

法面緑化の提案」をはじめ、自然環境の保全や地域の

特性に配慮した道路づくりに取り組んでいます。 

（左の写真は、道路法面の樹林化の施工事例です） 

 

１ 法面緑化の基本方針と検討

フロー 
 （１）社会的な背景 

   今日、以下に示すような社会的な背景の中、道路法面についても「自然の回復・復元」という考え

方が導入されるようになってきており、「在来木本種による法面緑化」を行うことで、より環境・景

観の向上に寄与することが可能になるものと考えています。 

   ①自然環境の保全 

   ②地球環境問題 

   ③自然と人間との共生 

 

 （２）法面緑化の基本方針 

望ましい法面緑化を行うために、 

次の３項目に着目しました。  

   ①地域に適した植生による緑化 
②法面の安定を確保した緑化 
③維持管理を軽減する緑化 

    
 （３）法面緑化の検討フロー 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【草本型】

樹林化 【中・低木型】

1段目

２段目

３段目

ブロック張工

切土法面

盛土法面

樹林化 【高木林型】

樹林化 【中・低木型】

緑化目標

道路

① 法面安定の確保
② 周辺景観・環境に配慮した法面緑化工
③ 道路構造と法面緑化工の一体化

基本方針

緑化目標

緑化目標

視距の確保，維持管理の低減

緑化目標
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モニタリングの継続実施 
緑化手法等の改善 

施工 
地域環境への適応 
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地域特性・周辺植生 
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在来木本種での道路法面緑化の提案－２ 

お問い合わせ先：西日本支社 技術部  

セントラルコンサルタント株式会社 
http://www.central-con.co.jp 

 

２ 導入樹種の選定（在来種および郷土種） 
従来の法面緑化では、初期の法面浸食防止を図り、かつ、安価である外来牧草類を導入しています

が、地域環境や景観に対応するため、周辺の植生状況や計画地域の潜在自然植生に配慮した候補樹種 

 （在来種および郷土種）の中から選定する方法を取ります。 

   たとえば、ある地域では候補樹種の中から、道路法面への 

適正（樹種特性）、市場性、経済性などからアキグミ等、４ 

種類の低木型（常緑、落葉）による法面緑化を提案し、これ 

らの播種パターン及びタイプを作成しました。 

◆在来種、郷土種、外来種とは・・・ 

導入植物は通常、次のように分類され、在来種と郷土種については、明確な定義は特にありませ 

んが、地域特性や種子の市場性等から、在来種による緑化を基本にいたします。今後の新しい方向 

性としては、その土地本来の環境に適した郷土種による緑化が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

３ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施による緑化手法の改善と向上 
法面緑化工施工後、順調に目標群落を形成させるためには、適正な維持管理が重要です。その際、

自然を相手にすることから、必ずしも植物群落は、当初の予測通りに生育するものとは限りません。

そのため、定期的なモニタリングが必要であると考えます。そして、モニタリングの結果をフィード

バックし、より地域の環境に適応できるように維持管理やその後の設計・計画に活用することで緑化

手法の改善と向上を図ることが望まれます。そのためには、法面緑化の緑化目標を明確にしておくこ

とと同時に施工実施記録や維持管理記録を長期的に残すような取組みを実施することが重要です。 

 

   右表は、維持管理記録を 

管理するための台帳（例） 

を示したものです。 

 

 

 

 

 

潜在自然植生とは現存植生は様々な 

人為的行為により各種の代償植生に 

代えられているが、現時点でその人 

為的行為を取り外したときに、本来 

その土地が支え得る（潜在能力をも 

っている）と推定される自然植生 

 

郷土種：計画地域で採取・生産された種子や苗木であり、同一種でも環境条件が異なる地域 

のものは国内のものであっても含まない。 

在来種：植物分布から見て日本固有種(特産種)で外来種と帰化種を除く。広義では、日本 

および欧亜大陸まで分布する種は同一と見なす。 

外来種：人間の社会的活動によって来日したものでもともと日本に存在していなかった種。 


